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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸収性物品の個別包装体をパッケージに収容してなる吸収性物品の包装構造体であって
、
　前記個別包装体は、前記吸収性物品を、該吸収性物品を包む包装シートと共に折り畳む
ことにより形成され、該個別包装体の外面に、使用者が選択可能な図柄を有しており、前
記パッケージは、その外面に、使用者が認識可能な表示と、その内部を視認可能な透明な
第１窓部とを有しており、前記包装構造体は、前記パッケージの透明な前記第１窓部を通
して、前記個別包装体の前記図柄が視認できるように、前記個別包装体を前記パッケージ
に収容して形成されており、前記パッケージの前記表示と、前記個別包装体の前記図柄と
が関連性を有しており、
　前記個別包装体は、前記吸収性物品と前記包装シートとを共に、該吸収性物品の長手方
向に三つ折り又は四つ折りに折り畳むことにより形成され、折り畳むことにより遮蔽され
た位置に、使用者が認識可能なメッセージを有しており、
　前記メッセージは前記個別包装体の前記図柄の数と同じ個数であり、各該メッセージは
各該図柄と重なる位置に形成されている吸収性物品の包装構造体。
【請求項２】
　前記パッケージは、その外面に、使用者が認識可能な情報を更に有しており、該情報と
、前記個別包装体の前記メッセージとは関連性を有している請求項１に記載の吸収性物品
の包装構造体。
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【請求項３】
　前記パッケージは、透明な前記第１窓部の近傍に、開封要素を有しており、
　該開封要素から前記包装構造体が開封されて、前記個別包装体が取り出される請求項１
又は２に記載の吸収性物品の包装構造体。
【請求項４】
　前記パッケージは、その内部を視認可能な透明な第２窓部を更に有しており、
　前記個別包装体は、複数個からなり、
　前記包装構造体は、複数個の前記個別包装体を、該個別包装体の前記図柄が同じ方向に
向くように重ね合わせて前記パッケージに収容して、形成されており、前記パッケージの
透明な前記第２窓部を通して、前記個別包装体の残数が認識可能な請求項１～３の何れか
１項に記載の吸収性物品の包装構造体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、吸収性物品の包装構造体、特に吸収性物品の個別包装体が吸収性物品の包装
構造体の外部から認識可能な吸収性物品の包装構造体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、生理用ナプキン、パンティライナー（おりものシート）等の吸収性物品は、包装
シートと共に折り畳まれて、個別包装体（個装）とされ、複数の吸収性物品の個別包装体
をパッケージに収容して吸収性物品の包装構造体として市販等されている。
　特許文献１には、個別包装体が、吸収性物品の包装構造体の窓から直接認識されるよう
にパッケージに収容されており、個別包装体の外面に印刷された第１図形と包装構造体の
外面に印刷された第２図形とが、共通の視覚効果を有する、包装された吸収性製品が記載
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２００８－５２８３９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載の包装構造体は、審美的デザインを有しているので、消費者の憂鬱な
気分を低減することができる。しかしながら、特許文献１には、個別包装体の外面に、使
用者が選択可能な図柄を有することについて何ら記載されていない。また、特許文献１に
記載の包装構造体は、個別包装の外面が視認できる窓を有しており、該窓に個別包装体の
第１図形と共通な柄の第２図形を施しているため、窓を通して収容された個別包装が見え
難い。
【０００５】
　従って、本発明の課題は、収容された個別包装に施された情報がパッケージの窓を通し
て見え易く、見る者に感情的な効果を与え、吸収性物品使用前の憂鬱な気分を更に軽減さ
せることのできる吸収性物品の個別包装体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、吸収性物品の個別包装体をパッケージに収容してなる吸収性物品の包装構造
体であって、前記個別包装体は、前記吸収性物品を、該吸収性物品を包む包装シートと共
に折り畳むことにより形成され、該個別包装体の外面に、使用者が選択可能な図柄を有し
ており、前記パッケージは、その外面に、使用者が認識可能な表示と、その内部を視認可
能な透明な第１窓部とを有しており、前記包装構造体は、前記パッケージの透明な前記第
１窓部を通して、前記個別包装体の前記図柄が視認できるように、前記個別包装体を前記
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パッケージに収容して形成されており、前記パッケージの前記表示と、前記個別包装体の
前記図柄とが関連性を有している吸収性物品の包装構造体を提供するものである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の吸収性物品の包装構造体によれば、収容された個別包装に施された図柄がパッ
ケージの窓を通して見え易く、パッケージの表示と、個別包装体の図柄とが関連性を有し
ているので、見る者に嗜好性による感情的な効果を与え、吸収性物品使用前の憂鬱な気分
を更に軽減することがのできる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本発明の第１実施形態としての生理用ナプキンの包装構造体を示す斜視
図である。
【図２】図２は、図１に示す包装構造体の正面図である。
【図３】図３は、図１に示す包装構造体を形成する生理用ナプキンの個別包装体を示す斜
視図である。
【図４】図４は、図３に示す個別包装体の一部を開いた状態を示す斜視図である。
【図５】図５は、図１に示す個別包装体の構成及び製造手順を説明するための展開図であ
る。
【図６】図６は、図５の展開図を裏面側から見た部分破断展開図である。
【図７】図７は、図３に示す個別包装体における生理用ナプキンを、表面シート側から見
た平面図である。
【図８】図８は、図３に示す個別包装体における生理用ナプキンを、裏面シート側から見
た平面図である。
【図９】図９は、本発明の第２実施形態としての生理用ナプキンの包装構造体の背面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下本発明を、その好ましい実施形態に基づき図面を参照して説明する。
　本発明の一実施形態の包装構造体は、図１，図２に示すように、吸収性物品の一例であ
る生理用ナプキン１の個別包装体１０をパッケージ１１に収容してなる吸収性物品（生理
用ナプキン）の包装構造体１００である。
【００１０】
　個別包装体１０は、図３，図４に示すように、生理用ナプキン１を、生理用ナプキン１
を包む包装シート９と共に折り畳むことにより形成され、個別包装体１０の外面１０ａに
、使用者が選択可能な図柄１２を有している。第１実施形態における個別包装体１０は、
図５，図６に示すように、生理用ナプキン１と包装シート９とを共に、生理用ナプキン１
の長手方向に三つ折りに折り畳むことにより形成されている。
　尚、生理用ナプキン１の長手方向とは、図５中のＹ方向のことであり、Ｙ方向に直交す
る生理用ナプキン１の幅方向を、図５中のＸ方向として以下説明する。生理用ナプキン１
を折り畳んで形成された個別包装体１０の長手方向及び幅方向は、生理用ナプキン１の長
手方向及び幅方向と逆転しており、個別包装体１０の長手方向を、図３中のＸ方向、個別
包装体１０の幅方向を、図３中のＹ方向として以下説明する。
【００１１】
　生理用ナプキン１は、図７，図８に示すように、肌当接面を構成する表面シート２、非
肌当接面を構成する裏面シート３及びこれら両シート２，３間に介在された液保持性の吸
収体４を具備し、実質的にＹ方向に縦長の形状を有している。表面シート２は、液透過性
の中央シート２ａ及びＹ方向の左右両側に一部を重ねた状態で接合された撥水性の側部シ
ート２ｂ，２ｂからなる。
【００１２】
　ナプキン１は、図７，図８に示すように、Ｙ方向に縦長に形成された本体５と、該本体
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５の長手方向（Ｙ方向）の左右両側縁からＸ方向の外方に延出する一対のウイング部６，
６を具備している。ウイング部６は、使用者の液排泄部に対向配置される液排泄部対向部
Ａの左右両側に形成されている。ウイング部６は、吸収体４のＹ方向の両側縁からＸ方向
に延出した表面シート２及び裏面シート３により形成されている。
【００１３】
　ウイング部６は、図７，図８に示すように、裏面シート３側の面に、接着剤の塗工によ
り形成されたウイング部接着部６１を有している。ウイング部６は、ナプキン１をショー
ツ等の下着に固定する際に、裏面シート３側に折り曲げられ、ウイング部接着部６１を介
して該下着の非肌対向面に接着固定されるものである。本体５は、図７，図８に示すよう
に、裏面シート３側の面に、接着剤の塗工により形成された矩形状の本体接着部５１を有
している。
【００１４】
　第１実施形態の個別包装体１０は、例えば、下記のようにして得られる。
　先ず、図５，図６に示すように、生理用ナプキン１を、生理用ナプキン１より広く、Ｙ
方向に長い長方形状の包装シート９上に載置する。
　生理用ナプキン１を、包装シート９上に載置する前には、予め、図６に示すように、生
理用ナプキン１の本体接着部５１を、第１剥離シート７によって被覆しておくと共に、第
１剥離シート７及び／又は包装シート９の相対向面に接着剤７１を塗工しておく。それに
より、生理用ナプキン１を包装シート９上に載置し、必要に応じて加圧等をすることによ
り、第１剥離シート７が接着剤７１を介して包装シート９に固定される。図６には、第１
剥離シート７が、接着剤７１を介して包装シート９に固定された固定部７２～７４を示し
ている。なお、第１剥離シート７で本体接着部５１を被覆した後に、第１剥離シート７を
接着剤７１を介して包装シート９に固定するのに代えて、包装シート９に固定した後の第
１剥離シート７で、本体接着部５１を被覆するようにしても良い。
【００１５】
　また、ウイング部６，６は、図５に示すように、本体５の長手方向（Ｙ方向）の両側縁
に沿って本体５の表面シート２側（肌当接面側）に折り曲げると共に、その状態のウイン
グ部のウイング部接着部６１，６１を一枚の第２剥離シート８によって被覆しておく。第
２剥離シート８は、図５に示すように、生理用ナプキン１の長手方向（Ｙ方向）において
、その一部が少なくともウイング部接着部６１より長手方向（Ｙ方向）の前方に延出する
ように配置されていることが好ましく、図５に示す第１実施形態のように、第２剥離シー
ト８の一部がウイング部６よりも長手方向（Ｙ方向）の前方に延出するように配置されて
いることが更に好ましい。
【００１６】
　そして、生理用ナプキン１を包装シート９上に載置した状態において、生理用ナプキン
１の長手方向（Ｙ方向）の後方側の領域Ｒを、Ｂｒ線を折り軸として、包装シート９と共
に表面シート２側に折り曲げる。即ち、生理用ナプキン１の長手方向（Ｙ方向）の後端１
ｂから所定長さの図５中Ｒで示す領域を、表面シート２側が谷側となるように前方に向か
って折り曲げ、当該領域Ｒを、当該領域Ｒよりも長手方向（Ｙ方向）の前方に位置する図
中Ｍで示す領域上に重ねる。これが三つ折りする際の第１回目の折り曲げである。
【００１７】
　次いで、生理用ナプキン１の長手方向（Ｙ方向）の前方側の領域Ｆを、Ｂｆ線を折り軸
として、包装シート９と共に表面シート２側に折り曲げる。即ち、ナプキン１の長手方向
（Ｙ方向）の前端１ａから所定長さの図５中Ｆで示す領域を、表面シート２側が谷側とな
るように後方に向かって折り曲げ、図５中Ｍで示す領域に重ねた図５中Ｒで示す領域上に
重ねる。これが三つ折りする際の第２回目の折り曲げである。
　この第２回目の折り曲げの前には、図５に示すように、第２剥離シート８のナプキン前
端１ａ寄りの部分に接着剤８１を塗工しておくことが好ましい。接着剤８１の塗工により
、ナプキン１の前方側Ｆを折り曲げ、必要に応じて加圧等をすることにより、第２剥離シ
ート８の折り返された部分８２が、図５に示すように、接着剤８１を介して、後方側の領
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域Ｒにおける包装シート９の外面に固定される。図４には、第２剥離シート８が、接着剤
８１を介して包装シート９の外面に固定された固定部８３を示している。
　このように第１回目及び第２回目の折り曲げを行うことにより、生理用ナプキン１は、
包装シート９と共にＹ方向に３つ折りされた状態となる。
【００１８】
　そして、その折り畳まれた状態の生理用ナプキン１の両側縁からＸ方向外方に延出する
包装シート９の両側部をヒートエンボス加工等の公知の接合方法により接合して側方封止
部１０ｂを形成すると共に、包装シート９の開封開始端１０ｃを公知のタブテープ１４で
所定箇所に止着することにより、図３に示すナプキン１の個別包装体１０が得られる。
【００１９】
　個別包装体１０は、その外面１０ａに、使用者が選択可能な図柄１２を有している。個
別包装体１０の図柄１２と後述するパッケージ１１の表示１１１とは、関連性を有してい
る。詳述すると、図柄１２としては、複数個の図形（イラスト）、複数個の色彩違いの図
形、複数個の文字等が挙げられ、例えば、図形（イラスト）としては、ハート型、星型、
花型、キャラクター等が挙げられる。第１実施形態においては、図３に示すように、ハー
ト型のイラスト図形が用いられている。図柄１２の数としては、３個～５個であることが
好ましく、第１実施形態においては、図３に示すように、ハート型のイラスト図形が４個
、個別包装体１０の外面１０ａを形成する包装シート９の外表面に、開封開始端１０ｃに
沿ってＸ方向に略等間隔を空けて並置されている。
【００２０】
　また、第１実施形態の個別包装体１０は、図４に示すように、上述のように三つ折りに
折り畳むことにより遮蔽された位置に、使用者が認識可能なメッセージ１３を更に有して
いる。メッセージ１３は、個別包装体１０の図柄１２の数と同じ個数であり、第１実施形
態においては、図４に示すように、図柄１２の数が４個であるため、メッセージ１３の数
も４個配されている。メッセージ１３としては、複数個の文字情報、複数個の図形（イラ
スト）、複数個の色彩違いの図形等が挙げられ、例えば、文字情報としては、憂鬱になり
がちな生理期間中もぐっすり寝られるアドバイスや、もっとハッピーな気分になるアドバ
イスや、占い等の情報が挙げられ、図形（イラスト）としては、上述した図柄１２と同じ
でないキャラクターやアルファベット文字、星座を示す象徴記号等が挙げられ、第１実施
形態においては、図４に示すように、アルファベット文字のＡ，Ｃ，Ｅ，Ｚが用いられて
いる。
【００２１】
　各メッセージ１３は、図４に示すように、各図柄１２と重なる位置に形成されている。
詳述すると、第１実施形態においては、図４に示すように、４個のメッセージ１３それぞ
れが、４個の図柄１２それぞれと１対１で重なる位置に配されており、４個のメッセージ
１３が、三つ折りする際の第２回目の折り曲げにより重ねられて遮蔽される、後方側の領
域Ｒにおける包装シート９の外表面に、Ｘ方向に略等間隔を空けて並置されている。
【００２２】
　メッセージ１３は、使用者が生理用ナプキン１の個別包装体１０を開封する前は、生理
用ナプキン１の後方側の部分Ｒ及びその部分Ｒにおける包装シート９により遮蔽されてお
り、認識し難いが、個別包装体１０の開封後、生理用ナプキン１の前方側の部分Ｆ及びそ
の部分Ｆにおける包装シート９を開くことにより認識される。各メッセージ１３は、各図
柄１２と重なる位置に配されているので、使用者が選択した図柄１２に相当する位置のメ
ッセージ１３に目が向き易い。各図柄１２は、各メッセージ１３を遮蔽する観点及び使用
者が認識し易い観点から、その面積が、２～１０ｃｍ2であることが好ましく、各メッセ
ージ１３は、使用者が認識し易い観点から、その面積が、３～１２ｃｍ2であることが好
ましい。前記メッセージが文字で形成されている場合には、同様に使用者が認識し易い観
点から、その一つの文字の大きさが０．１～９ｃｍ2であることが好ましい。
【００２３】
　第１実施形態の個別包装体１０においては、図５に示すように、ウイング部接着部６１
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を被覆する第２剥離シート８の一部である、折り返された部分８２が、接着剤８１を介し
て、メッセージ１３が設けられている、生理用ナプキン１の後方側の部分Ｒにおける包装
シート９の外面に固定されている。そのため、第２剥離シート８を包装シート９の内面に
固定した場合とは異なり、包装シート９をナプキン１の後端１ｂから延出させる必要がな
い。従って、包装シート９のナプキン後端１ｂから延出する部分が、前方折り軸Ｂｆ又は
その近傍に達して折り曲げられることに起因する包装シート９のシワやヨレを防止するこ
とができ、これにより、後方側の部分Ｒにおける包装シート９の外面に設けられたメッセ
ージ１３が視認され易くなされている。
【００２４】
　また、第２剥離シート８は、第１剥離シート７（図５，図６参照）よりもＸ方向の長さ
が長くされることがあるが、この第２剥離シート８を第２剥離シート８よりＸ方向の長さ
の長い包装シート９の外面に固定することで、製造工程で固定が安定し、容易かつ安定し
たナプキン１の取出しが行える個別包装体１０とすることができる。尚、第２剥離シート
８の一部を包装シート９に固定することにより、生理用ナプキン１を取り出す際に第２剥
離シート８を床に落としてしまうことを防止したり、第２剥離シート８を包装シート９と
は別に処理する煩わしさをなくしたりすることができる。
【００２５】
　図４に示すように、第２剥離シート８の一部を折り返して折り返された部分８２を形成
する場合、折り返された部分８２とメッセージ１３とが重ならないように設けられること
が、表示の視認性及び第２剥離シート８と包装シート９との接合安定性の点から好ましい
。具体的には、メッセージ１３は、折り返された部分８２の折り返し側の端縁から２ｍｍ
以上離間した位置に設けられることが好ましい。また、包装シート９を折り返して折り返
された部分８２を形成する折り返し長さＬ８（図５参照）は、４～１５ｍｍが好ましい。
尚、第２剥離シート８（折り返された部分８２）が透明性の高い材料で形成されている場
合には、メッセージ１３は、その透明性の高い部分８２と重なっていても良く、その場合
、該部分８２を介してメッセージ１３を視認することができる。
【００２６】
　また、第１実施形態におけるナプキン１は、図５，図７に示すように、ウイング部６が
、ナプキン１の長手方向（Ｙ方向）において前端１ａ側に偏倚させて形成されているため
、図５中Ｆで示す領域のＹ方向の長さを、図５中Ｍで示す領域、図５中Ｒで示す領域のＹ
方向の長さよりも短く形成できる。そのため、図３に示すように、開封開始端１０ｃの位
置を、個装体１０のＹ方向における中央部付近から端部までの広い範囲に自由に設定でき
る。このように、タブテープ１４を有する個別包装体１０を手で持つ場合に、タブテープ
１４から開封する際、タブテープ１４が邪魔とならないように、開封開始端１０ｃの位置
を設定できる。
【００２７】
　第１実施形態の個別包装体１０においては、ナプキン１又は包装シート９の長手方向（
Ｙ方向）と同方向の長さが短いコンパクトな包装体である。開封開始端１０ｃを個別包装
体１０のＹ方向中央域に配置する観点から、後方側の折り軸Ｂｒを、図５に示すように、
生理用ナプキン１の長手方向（Ｙ方向）におけるウイング部６の位置より後方に位置させ
、前方側の折り軸Ｂｆを、生理用ナプキン１の長手方向（Ｙ方向）におけるウイング部６
の中央位置より前方に位置させてある。
　後方側の折り軸Ｂｒが、図５に示すように、ウイング部６の後端６ｂより後方にあると
、個別包装体１０の開封開始端１０ｃを制御できるだけでなく、第２剥離シート８で覆わ
れていないウイング部分６が、表面シート２側に折られた状態から更に三つ折りされるこ
とによって起こり易くなるウイング部６の折皺発生を抑制できる。これにより、ウイング
部６の装着性の低下や第２剥離シート８の製造時の剥がれ等を防止できる。前方の折り軸
Ｂｆが、ウイング部６のある中央位置（図５中Ｍで示す領域）より前方にあると、個別包
装体１０の開封性が低下し難く、ウイング部６におけるＹ方向中央域すなわち排泄領域に
、Ｘ方向に亘る連続する折線が形成されることはなく、横漏れを誘発し難くなる。
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【００２８】
　前方側の折り軸Ｂｆは、ウイング部６のウイング部接着部６１より前方において、ウイ
ング部６の前端６ａと重なっていることが好ましい。ウイング部６に折りが形成されてい
ると、接着部６１を介してウイング部６と一体的となっている第２剥離シート８によって
、生理用ナプキン１の表面シート２に折り皺が形成され難く、包装形状も安定化されやす
い。なお、前方側の折り軸Ｂｆとウイング部接着部６１との間の距離Ｌ７（図５参照）は
、１０～３０ｍｍ、特に１５～２５ｍｍ程度であることが好ましい。
【００２９】
　第１実施形態における包装シート９は、図５，図６に示すように、生理用ナプキン１の
長手方向（Ｙ方向）の前端１ａ側においては、生理用ナプキン１の前端１ａより外方に延
出しており、生理用ナプキン１の長手方向（Ｙ方向）の後端１ｂ側においては、生理用ナ
プキン１の後端１ｂより外方に延出している。包装シート９の後方端９ｂがＢｒ軸で折り
曲げた際にＢｒ軸を越えない場合において、生理用ナプキン１の後端１ｂから延出する長
さＬ６が、５ｍｍ以下の場合も含まれるが、包装シート９が生理用ナプキン１の後端１ｂ
から延出していないことが好ましい。尚、生理用ナプキン１の後端１ｂ側においては、後
端１ｂの位置又はそれよりナプキン１の前方側に後端９ｂを有していてもよい。このよう
に配することにより、前方側の折り軸Ｂｆにおける折り曲げの際に、包装シート９が折れ
曲がったり、包装シート９にシワやヨレが生じることが防止され、折り畳まれた包装シー
ト９が部分的に多く重なることによる包装シート９の両側部（個別包装体１０の側方封止
部１０ｂ）のシール性が低下したり、第２剥離シート８と包装シート９との固定が不充分
となったりすることが防止される。
【００３０】
　また、第１実施形態の個別包装体１０においては、図５に示すように、ウイング部接着
部６１の全体が後方側の折り軸Ｂｒと前方側の折り軸Ｂｆとの間に位置している。そのた
め、第２剥離シート８が後方側の折り軸Ｂｒの折加工による影響を受けず、前方側の折り
軸Ｂｆの折加工では第２剥離シート８によってウイング部６の前方側を抑えながら前方側
の折り軸Ｂｆが形成されるため、第２剥離シート８がウイング部接着部６１から剥がれに
くく、折りが整った生理用ナプキン１が提供できる。
【００３１】
　また、第１実施形態の個別包装１０においては、図６に示すように、第１剥離シート７
と包装シート９とを固定した固定部７２～７４が、ナプキン１の長手方向（Ｙ方向）に離
間させて複数形成されている。固定部７２～７４は、図６に示すように、後方側の折り軸
Ｂｒと前方側の折り軸Ｂｆと重ならずに配されていることが、後方側の折り軸Ｂｒと前方
側の折り軸Ｂｆを形成しやすい点から好ましい。また、図５に示すように、第２剥離シー
ト８を包装シート９に接合する接着剤８１が、前方側の折り軸Ｂｆより前方側に位置する
固定部７２と重っている。
　尚、第２剥離シート８と包装シート９との固定は、包装シート９の加工時の乱れによっ
て、固定強度が低くされる場合があるが、包装シート９と第１剥離シート７との固定部分
では包装シート９の加工時の乱れがおこらないため、安定した固定強度が得られる。
【００３２】
　また、第１実施形態においては、固定部７２～７４は、図６に示すように、前方側の折
り軸Ｂｆ及び後方側の折り軸Ｂｒによって画成される図５中の部分Ｆ，Ｍ及びＲにそれぞ
れ形成されている。このように固定部７２～７４が配されていることにより、生理用ナプ
キン１、包装シート９及び第１剥離シート７の３つ折り形状が安定化する。
【００３３】
　また、第２剥離シート８における、前方側の折り軸Ｂｆによって折り返された部分８２
の長さＬ８（図５参照）は、生理用ナプキン１の長手方向（Ｙ方向）と同方向における第
２剥離シート８の接着剤８１の後方側の位置からウイング部接着部６１の前方側の端部ま
での長さＬ９（図５参照）の３０％以上、特に４０～６０％であることが、製造時に、第
２剥離シート８がウイング部接着部６１から剥がれることや第２剥離シート８の折りの安
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定の点から好ましく、包装シート９の後端９ｂが、生理用ナプキン１の後端１ｂの位置又
はそれより前方に位置している場合であっても、第２剥離シート８の折りが安定すること
によって包装シート９の外面との固定を安定して行うことができる。
【００３４】
　個別包装体１０を収容するパッケージ１１は、可撓性を有するシートから形成されたも
のである。パッケージ１１は、第１実施形態においては、図１に示すように、図１中のＺ
方向に長い直方体形状のものである。図１中のＺ方向は、複数個の個別包装体１０を重ね
る方向、言い換えれば、生理用ナプキン１の厚み方向と同方向であり、図１中のＸ方向は
、個別包装体１０の長手方向（生理用ナプキン１の幅方向）と同方向であり、図１中のＹ
方向は、個別包装体１０の幅方向（生理用ナプキン１の長手方向）と同方向である。
【００３５】
　パッケージ１１は、パッケージ１１の外面に、使用者が認識可能な表示１１１と、パッ
ケージ１１の内部を視認可能な透明な第１窓部１１２とを有している。詳述すると、第１
実施形態のパッケージ１１は、図１に示すように、Ｘ方向に対向する一対の対向面１１ａ
（天面），１１ａ’（底面）と、Ｙ方向に対向する一対の対向面１１ｂ（正面），１１ｂ
’（背面）と、Ｚ方向に対向する一対の対向面１１ｃ（第１側面），１１ｃ’（第２側面
）からなる六面体である。図１，図２に示すように、第１実施形態においては、表示１１
１は、パッケージ１１の正面１１ｂに形成されており、第１窓部１１２は、第１側面１１
ｃに形成されている。パッケージ１１は、透明な第１窓部１１２及び後述する透明な第２
窓部１１３以外は、色付けされている。
【００３６】
　表示１１１は、使用者が認識可能な文字であり、例えば、図１，図２に示すように、第
１実施形態の表示１１１においては、「ラッキー記号つき」という表現の文字情報である
。表示１１１は、使用者が認識できるように、パッケージ１１のＺ方向の長さの１０％以
上の長さで形成されていることが好ましく、２０％以上の長さで形成されていることが更
に好ましい。表示１１１は、第１実施形態のように、使用者が真っ先に認識できるように
、面積の最も広い正面１１ｂに形成されていることが好ましい。
【００３７】
　第１窓部１１２は、パッケージ１１の内部に個別包装体１０が配された後、上述した、
個別包装体１０の外面１０ａに形成された図柄１２が見えるよう形成されたものであり、
第１実施形態においては、第１側面１１ｃに、Ｘ方向に長い長方形状に形成されている。
第１窓部１１２は、個別包装体１０の図柄１２が認識できるように、パッケージ１１のＸ
方向の長さの８０％以上の長さで形成されていることが好ましく、９５％以上の長さで形
成されていることが更に好ましい。第１窓部１１２は、個別包装体１０の図柄１２が見え
易い観点から、パッケージ１１を構成する材料の透明度Ｔｐが、５０以上であることが好
ましく、８０以上であることが更に好ましい。透明度Ｔｐは、以下に示す方法により算出
することができる。
【００３８】
　＜透明度Ｔｐの算出＞
　測定は、ハンディ型分光色差計（日本電色工業（株）製、型式：ＮＦ３３３、先端径Φ
８ｍｍ、光源Ｃ／２）を使用して、以下の手順でおこなう。パッケージ１１の第１窓部１
１２をカットしてパッケージ１１から取り出し、取り出したサンプルを測定サンプルとす
る。測定サンプルを固定前の円孔プレート固定状態で、ペンタイプセンサー（装置付属の
ターゲットプレートを使用、使用により測定位置を決定し易い）に装置付属の標準黒色板
を当て、その状態での該部分のＬ*値を３回測定し、その平均値を背黒色明度Ｌｂとした
。同様に、装置付属の標準白色板を当て、その状態での該部分のＬ*値を３回測定し、そ
の平均値を背白色明度Ｌｗとした。次いで、測定サンプル（包装構造体を形成する材料）
を標準黒色板上で３回測定し、得られたＬ*値を黒色測定値Ｌ０とし、下記の式１により
透明度Ｔｐを算出した。
　　　　　　Ｔｐ＝（Ｌｗ－Ｌ０）／（Ｌｗ－Ｌｂ）×１００・・・（式１）



(9) JP 5530176 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

【００３９】
　第１実施形態のパッケージ１１は、図１に示すように、第１窓部１１２の近傍に、開封
要素１１４を有している。開封要素１１４は、後述するように、包装構造体１００を開封
する為のものであり、開封要素１１４としては、図１に示すミシン目や、タブテープ等を
用いることができる。特に、開封要素１１４としてミシン目を用いる場合には、見栄えの
観点から、透明な第１窓部１１２上に配すること無く、透明な第１窓部１１２の近傍の色
付けされた面上に配されていることが好ましい。第１実施形態の開封要素１１４（ミシン
目）は、図１に示すように、第１側面１１ｃにおける第１窓部１１２を除く領域であって
、第１窓部１１２の近傍に、Ｘ方向に直線状に形成されている。
【００４０】
　更に、第１実施形態のパッケージ１１は、図１に示すように、パッケージ１１の内部を
視認可能な透明な第２窓部１１３を更に有している。第２窓部１１３は、後述するように
、パッケージ１１の内部の個別包装体１０の有無を確認する為のものであり、第１実施形
態においては、正面１１ｂに、Ｚ方向に長い形状で形成されている。第２窓部１１３は、
個別包装体１０の有無が認識できるように、パッケージ１１のＺ方向の長さの８０％以上
の長さで形成されていることが好ましく、９０％以上の長さで形成されていることが更に
好ましい。第２窓部１１３は、個別包装体１０が見え易い観点から、パッケージ１１を構
成する材料の透明度Ｔｐが、５０以上であることが好ましく、８０以上であることが更に
好ましい。透明度Ｔｐは、上述した方法により算出することができる。
【００４１】
　吸収性物品（生理用ナプキン）の包装構造体１００は、図１に示すように、パッケージ
１１の透明な第１窓部１１２を通して、個別包装体１０の図柄１２が視認できるように、
生理用ナプキン１の個別包装体１０をパッケージ１１に収容して形成されている。第１実
施形態の包装構造体１００は、複数個の個別包装体１０を有し、図１に示すように、パッ
ケージ１１の一対の対向面１１ｃ（第１側面），１１ｃ’（第２側面）同士の間に、５個
～４０個の個別包装体１０を一体的に圧縮した状態で収容して形成されている。収容され
る複数個の個別包装体１０は、各個別包装体１０の図柄１２が同じ方向（第１実施形態に
おいては第１側面１１ｃ側）に向くように重ね合わされている。このように形成されてい
るため、包装構造体１００は、図１に示すように、パッケージ１１の透明な第１窓部１２
を通して、個別包装体１０の図柄１２が視認できる。また、第１実施形態の包装構造体１
００は、開封要素１１４（ミシン目）から開封されて、個別包装体１０が取り出される。
また、第１実施形態の包装構造体１００は、図１，図２に示すように、パッケージ１１の
透明な第２窓部１１３を通して、個別包装体１０の残数が認識できる。
【００４２】
　第１実施形態の包装構造体１００の形成材料について説明する。
　個別包装体１０を収容するパッケージ１１を形成する可撓性を有するシートとしては、
通常、吸収性物品のパッケージに用いられるものであれば、特に制限なく用いることがで
き、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン等の複合フィルム材料を用いることができる
。パッケージ１１の表示１１１は、印刷を施したり、印刷された別材を接着したりするこ
とにより形成することができる。
【００４３】
　個別包装体１０における生理用ナプキン１を包む包装シート９としては、生理用ナプキ
ン等の吸収性物品の個別包装体１０に、従来用いられているものを特に制限なく用いるこ
とができる。例えば、包装シート９としては、樹脂フィルムや不織布等を用いることがで
き、適宜選択して用いることができるが、滑らかさや、シート強度、耐液性（ホットメル
トの染みだし抵抗性）の点からは、スパンボンド不織布（Ｓ）とメルトブロー不織布（Ｍ
）との複合不織布（ＳＭ，ＳＭＳ等）が好ましく、柔軟性の観点からは、バインダー繊維
によるエアースルー不織布が好ましい。包装シート９に直接鮮明な印刷をおこなう観点か
らは、フィルム材料またはフィルムと不織布のラミネート構造も好ましく用いられる。
【００４４】
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　上述した個別包装体１０に形成される図柄１２及びメッセージ１３は、包装シート９に
印刷や刺繍を施したり、既に印刷された別材を接着したりすることにより形成することが
できる。図柄１２及びメッセージ１３は、包装シート９における配置位置が変わっている
ことから、同じ形状や色彩であってもよいが、互いの関連性を高めるには、例えば、図柄
１２の印刷を互いに異ならせ、メッセージ１３に図柄１２と関連する図形等を使用したり
、同じ色彩や同じ色調の色を一部に使用したり、各々の印刷の間を離間したりすることが
好ましい。メッセージ１３を、同調効果を促進して遮蔽する観点からは、同じ色彩や同じ
色調の色を使用したり、メッセージ１３を図柄１２により遮蔽したりする観点からは、図
柄１２の色を濃く、メッセージ１３の色を淡くすることが好ましい。
【００４５】
　第１及び第２剥離シート７，８としては、それぞれ、樹脂フィルムや不織布（特にスパ
ンボンド系の不織布）からなる基材シートの剥離処理を施したもの等を用いることができ
る。剥離処理としては、例えばシリコン系樹脂、フッ素系樹脂、または四フッ化エチレン
系樹脂などの離型処理液等を、塗工するかスプレー塗布し表面に薄い被膜を形成する方法
、さらに紫外線照射や熱処理により剥離被膜を安定化させる方法等を挙げることができる
。第１剥離シート７と第２剥離シート８とで基材シートの種類や剥離処理が同じであって
も異なっていても良い。第１及び第２剥離シート７，８は、ウイング部接着部６１又は本
体接着部５１に当接される面が剥離処理面である一方、それとは反対側の面は、包装材と
の固定を安定させる観点から剥離処理されていない非剥離処理面であることが好ましい。
【００４６】
　生理用ナプキン１を構成する表面シート２、裏面シート３、吸収体４としては、それぞ
れ、通常、使い捨ておむつ等の吸収性物品に用いられるものであれば、特に制限なく用い
ることができる。例えば、表面シート２としては、親水性且つ液透過性の不織布等を用い
ることができ、裏面シート３としては、液不透過性又は撥水性の樹脂フィルムや樹脂フィ
ルムと不織布の積層体等を用いることができる。吸収体４としては、吸収性ポリマーの粒
子及び繊維材料から構成され、ティッシュペーパ（図示せず）によって被覆されているも
のを用いることができる。
【００４７】
　ウイング部接着部６１及び本体接着部５１形成用の接着剤としては、それぞれ、生理用
ナプキン等の吸収性物品の接着部形成用に従来用いられている各種の接着剤を特に制限な
く用いることができ、ウイング部接着部６１と本体接着部５１とで、接着剤の種類が同一
であっても異なっていても良い。
【００４８】
　上述した本発明の第１施形態の包装構造体１００を使用した際の作用効果について説明
する。
　第１施形態の包装構造体１００は、図１に示すように、生理用ナプキン１の個別包装体
１０をパッケージ１１に収容して形成され、個別包装体１０の外面に、使用者が選択可能
な図柄１２を有しており、パッケージ１１は、その外面に、使用者が認識可能な表示１１
１と、その内部を視認可能な透明な第１窓部１１２とを有している。第１施形態の包装構
造体１００は、図１に示すように、パッケージ１１の透明な第１窓部１１２を通して、個
別包装体１０の図柄１２が視認できる。第１施形態の包装構造体１００は、図１に示すよ
うに、パッケージ１１の表示１１１と、個別包装体１０の図柄１２とが関連性を有してい
る。その為、見る者に嗜好性による感情的な効果を与え、生理用ナプキン１の使用前の憂
鬱な気分を更に軽減することができる。
【００４９】
　憂鬱な気分を軽減するとの効果について更に説明すると、生理用ナプキン１の使用者は
、先ず、包装構造体１００を形成するパッケージ１１の最も面積の広い正面１１ｂの「ラ
ッキー記号つき」との文字情報である表示１１１を認識する。この文字情報である表示１
１１から、使用者は、包装構造体１００に何らかの記号が記載されていることを認識し、
第１窓部１１２を通して見える図柄１２に気づき、表示１１１と図柄１２とが関連性を有
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することを認識する。このように、図柄１２を選ぶという行為により、楽しみが得られ、
生理用ナプキン１の使用前の憂鬱な気分を軽減することができる。
【００５０】
　また、第１施形態の包装構造体１００から取り出した個別包装体１０は、図４に示すよ
うに、図柄１２と、更に、折り畳むことにより遮蔽されたメッセージ１３を有している。
生理用ナプキン１の使用者は、上述したように、「ラッキー記号つき」との表示１１１か
ら、図柄１２に気づいた後、個別包装体１０を開封し、遮蔽されていたメッセージ１３を
見ることとなる。ここで、例えば、ハート柄の４個の図柄１２と、開封前に図柄１２と重
なっていたアルファベット文字（Ａ，Ｃ，Ｅ，Ｚ）であるメッセージ１３とは、外見こそ
互いに異なるものの、生理用ナプキン１の使用者が個別包装体１０の開封開始端１０ｃか
らめくるだけで視線を変えずに図柄１２とメッセージ１３とを見ることができるため、使
用者によって容易且つ自然に関連付けられる。各図柄１２と各メッセージ１３とが１対１
で重なって設けられていることにより、図柄１２における個々の図柄に対応する選択結果
として、重なって設けられたメッセージ１３が機能し得る。各図柄１２と各メッセージ１
３とが、図柄とその選択結果という関係にあると、個別包装体１０の所定箇所に何らかの
情報が単に表示されているだけの場合に比して、個別包装体１０を開封する楽しみがより
大きく且つ確実に得られるようになり、使用者の生理用ナプキン１使用前の憂鬱な気分を
更に軽減することが可能となる。
【００５１】
　次に、本発明の第２実施形態の包装構造体１００’について、図９に基づいて説明する
。
　第２実施形態の包装構造体１００’については、第１実施形態の包装構造体１００と異
なる点について説明する。特に説明しない点は、第１実施形態の包装構造体１００と同様
であり、第１実施形態の包装構造体１００の説明が適宜適用される。
【００５２】
　第２実施形態の包装構造体１００’は、図９に示すように、構成材料であるパッケージ
１１’の外面に、使用者が認識可能な情報１１５を更に有している点が、第１実施形態の
包装構造体１００の構成材料であるパッケージ１１と異なる。
【００５３】
　パッケージ１１’は、パッケージ１１の外面に、使用者が認識可能な表示１１１以外に
更に情報１１５を有しており、第２実施形態においては、情報１１５は、使用者が認識可
能な文字であり、例えば、憂鬱になりがちな生理期間中もぐっすり寝られるアドバイスや
、もっとハッピーな気分になるアドバイスや、占い等の文字情報である。
【００５４】
　第２実施形態のように、パッケージ１１の外面に上述のような文字情報である情報１１
５を有する場合には、個別包装体１０のメッセージ１３には、情報１１５以外の文字情報
、複数個の図形（イラスト）、複数個の色彩違いの図形等が用いられる。パッケージ１１
の情報１１５は、個別包装体１０のメッセージ１３に対応する個数分が配されていること
が好ましい。各情報１１５は、使用者が認識できるように、パッケージ１１のＺ方向の長
さの６０％以上の長さで形成されていることが好ましい。情報１１５は、第１実施形態の
ように、パッケージ１１の表示１１１や、個別包装体１０の図柄１２の見えるパッケージ
１１の第１窓部１１２の配された面と、異なる面に配されていることが好ましく、第２実
施形態においては、パッケージ１１の背面１１ｂ’に形成されている。
【００５５】
　第２実施形態の包装構造体１００’の形成材料について説明する。第２実施形態の包装
構造体１００’については、第１実施形態の包装構造体１００の形成材料と同様である。
パッケージ１１の情報１１５は、パッケージ１１の表示１１１同様に、印刷を施したり、
印刷された別材を接着したりすることにより形成することができる。
【００５６】
　上述した本発明の第２実施形態の包装構造体１００’を使用した際の作用効果について
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説明する。第２実施形態の包装構造体１００’の効果については、第１実施形態の包装構
造体１００の効果と異なる点について説明する。特に説明しない点は、第１実施形態の包
装構造体１００の効果と同様であり、第１実施形態の包装構造体１００の効果の説明が適
宜適用される。
【００５７】
　個別包装体１０においてメッセージ１３を記載する範囲に比べ、パッケージ１１の背面
１１ｂ’に配される情報１１５を記載する範囲は広いため、更に使用者に有意義な情報を
提供することができる。第１施形態の包装構造体１００と同様に、生理用ナプキン１の使
用者は、パッケージ１１の「ラッキー記号つき」との表示１１１から、図柄１２の何れか
を選択し、個別包装体１０を開封する際に、選択した図柄１２に重なる位置に配されたメ
ッセージ１３を得る。例えば、使用者が、４個のアルファベット文字（Ａ，Ｃ，Ｅ，Ｚ）
であるメッセージ１３から、アルファベット文字「Ａ」を得た場合には、その「Ａ」に対
応する、パッケージ１１に記載の有意義な情報１１５を使用者は得ることができ、生理用
ナプキン１を使用する楽しみが得られ、使用者の生理用ナプキン１使用前の憂鬱な気分を
更に軽減することが可能となる。
【００５８】
　本発明の包装構造体は、上述の第１，第２実施形態の包装構造体１００，１００’に何
ら制限されるものではなく、適宜変更可能である。
【００５９】
　例えば、上述の第１，第２実施形態の包装構造体１００，１００’においては、図３，
図５に示すように、個別包装体１０は、生理用ナプキン１と包装シート９とを共に、長手
方向（Ｙ方向）に三つ折りに折り畳むことにより形成されているが、四つ折りに折り畳む
ことにより形成されていてもよい。四つ折りに折り畳まれて個別包装体１０が形成される
場合も、三つ折りに折り畳まれて個別包装体１０が形成される場合と同様に、その外面に
、図柄１２を有し、四つ折りに折り畳むことにより遮蔽された位置であって、各図柄１２
と重なる位置にメッセージ１３を有していることが好ましい。
【００６０】
　また、上述の第１，第２実施形態の包装構造体１００，１００’においては、それを構
成する個別包装体１０は、メッセージ１３を有しているが、有していなくてもよい。
【００６１】
　また、上述の第１，第２実施形態の包装構造体１００，１００’においては、それを構
成する個別包装体１０は、包装シート９の外面に図柄１２及びメッセージ１３を配してい
るが、裏面シート３の外面に配していてもよい。
【００６２】
　上述の第１，第２実施形態の包装構造体１００，１００’を構成する個別包装体１０の
有する図柄１２及びメッセージ１３は、図形と文字の組み合わせから形成されていてもよ
く、図形同士、文字同士の組み合わせやその複合、さらには、色彩より与えられる情報（
例えば風水による色）、占いにおける記号を用いる事で付加的な情報を与える事もできる
。
【００６３】
　本発明における吸収性物品は、生理用ナプキンの他、パンティライナー（おりものシー
ト）、失禁パッド等の他の吸収性物品であってもよい。
【符号の説明】
【００６４】
１　生理用ナプキン（吸収性物品）
　１ａ　前端，１ｂ　後端
２　表面シート
　２ａ　中央シート，２ｂ　側部シート
３　裏面シート
４　吸収体
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５　本体
　５１　本体接着部
６　ウイング部
　６ａ　前端，６ｂ　後端
　６１　ウイング部接着部
７　第１剥離シート
　７１　接着剤
　７２～７４　固定部
８　第２剥離シート
　８１　接着剤
　８２　折り返される（た）部分
　８３　固定部
９　包装シート
　９ａ　前方端，９ｂ　後方端
Ｂｒ　後方側の折り軸
Ｂｆ　前方側の折り軸
１０　生理用ナプキン１の個別包装体
　１０ａ　外面
　１０ｂ　側方封止部
　１０ｃ　開封開始端
１１，１１’　パッケージ
　１１１　表示
　１１２　第１窓部
　１１３　第２窓部
　１１４　開封要素
　１１５　情報
１２　図柄
１３　メッセージ
１４　タブテープ
１００，１００’　包装構造体
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